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条例  
 

 

甲府市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年６月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３１号 

   甲府市市税条例の一部を改正する条例 

 （甲府市市税条例の一部改正） 

第１条 甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正 

する。 

 第２０条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

 第２７条の２中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を 

「寡婦控除額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

 第２９条の２第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の２ 

第４項」に改める。 

 第３５条第２項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同条第 

４項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「これ 

を」を削り、「課する」を「課することができる」に改め、同項に後段として次 

のように加える。 

  この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、そ

の旨を当該使用者に通知しなければならない。 

 第３５条第７項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改め、 

同項を同条第８項とし、同条第６項中「によって」を「により」に、「みなす」 

を「みなすことができる」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「に 

よって」を「により」に、「においては」を「には」に、「登録されている」を  
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「登録がされている」に、「みなす」を「みなすことができる」に改め、同項を 

同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在 

 が不明である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有者 

 とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することが 

 できる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじ 

 め、その旨を当該使用者に通知しなければならない。 

  第５４条の３の次に次の１条を加える。 

  （現所有者の申告） 

 第５４条の３の２ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以 

  下この条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日 

  から６月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出し 

  なければならない。 

  ⑴ 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称及び次号に規定する個人と 

の関係 

  ⑵ 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補 

   充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当 

   該個人の住所及び氏名 

  ⑶ その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

  第５４条の４第１項中「又は」を「若しくは」に、「によって」を「により、 

 又は現所有者が前条の規定により」に、「においては」を「には」に改める。 

  第７１条第２項に次のただし書を加える。 

   ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定に 

  ついては、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの０．７本に換算するも 

  のとする。 

  第７１条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定 

 する葉巻たばこを除く。）」を加える。 

  第１５２条第６項中「第３５条第６項」を「第３５条第７項」に改める。 

附則第５条中「法附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第６１ 

 条又は第６２条」を、「又は附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に 
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 「、第６１条若しくは第６２条」を加える。 

  附則第５条の２に次の１項を加える。 

１７ 法附則第６２条に規定する市町村の条例で定める割合は、零とする。 

  附則第１１条の２中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に改め 

 る。 

  附則第１５条中「又は第１５条の３」を「、第１５条の３又は第６１条」に改 

 め、「第１５条の３まで」の次に「若しくは第６１条」を加える。 

 附則第２２条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１ 

項」を加える。 

  附則第２６条第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。 

  附則第２６条の７第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例 

 基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定す 

 る平均貸付割合をいう。次項において同じ。）」に、「この条において同じ」を 

 「この項において同じ」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用 

年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例

基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第２項中「特例基準割合

適用年中」を「各年の平均貸付割合に年０．５パ－セントの割合を加算した割合

が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基

準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」

に改める。 

  附則第２７条第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 

附則に次の１条を加える。 

  （新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

 第３４条 第８条第７項の規定は、法附則第５９条第３項において準用する法第

１５条の２第８項に規定する条例で定める期間について準用する。 

第２条 甲府市市税条例の一部を次のように改正する。 

第１５条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に」を「第３２１

条の８第３４項及び第３５項の申告書に」に、「においては」を「には」に改

め、同条第４号中「によって」を「により」に改め、同条第５号中「、第４項又 

は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同条第６号中「第３２１条の８第２２ 
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項及び第２３項」を「第３２１条の８第３４項及び第３５項」に改める。 

 第１７条中「及び第４項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。 

 第１９条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第２５条第 

２項の表第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第２５条第２項の 

表第１号」を「同号」に、「第３２条の１０第１０項から第１２項まで」を「第 

３２条の１０第９項から第１６項まで」に改める。 

 第２５条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２ 

条第１項第４号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開始 

の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又 

は同項第４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に改める。 

 第３２条の１０第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第 

３１項、第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を

「第９項、第１０項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」を

「第３１項及び第３５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３

項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第６６条の７第５項及び第１１項

又は第６８条の９１第４項及び第１０項」を「第６６条の７第４項及び第１０

項」に、「第３２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、同

条第３項中「第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３第４

項及び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」に、「第３２１条の

８第２５項」を「第３２１条の８第３７項」に改め、同条第４項中「第３２１条

の８第２６項」を「第３２１条の８第３８項」に改め、同条第５項中「第３２１

条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「同条第２１項」を「同条

第３３項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３

項」を「同条第３５項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」を「又

は第３１項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３２１条の８第

２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第７項中「第３２１条の８

第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「、第４項又は第１９項」を「又

は第３１項」に改め、同項第２号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条

の８第３５項」に改め、同条第９項を削り、同条第１０項中「第３２１条の８第

４２項」を「第３２１条の８第５２項」に、「同条第４２項」を「同条第５２
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項」に、「第１２項」を「第１１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第

１１項を同条第１０項とし、同条第１２項中「第１０項」を「第９項」に改め、

同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第１０項の内国法人」を「第９項の

内国法人」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の５第２項」に、「第１０

項の申告」を「同項の申告」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項を

同条第１３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第１２項」に、「第１０

項」を「第９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項中「第１３項

前段」を「第１２項前段」に、「第３２１条の８第５１項」を「第３２１条の８

第６１項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１５項とし、同

条第１７項中「第１３項後段」を「第１２項後段」に、「第１５項」を「第１４

項」に、「第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項

において準用する場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若しくは第６項」

に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。 

 第３２条の１１第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、 

「同条第２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２  

項」に改め、同条第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改 

め、「（同条第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人

の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人

税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において

同じ。）若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告

書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号にお

いて同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１

項」に改める。 

 第３３条の２第４項から第６項までを削る。 

 第７１条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７本」 

を「１本」に改める。 

附則第５条中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に、「第 

 ６１条若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改める。 

  附則第５条の２第１７項中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改める。 

  附則第１５条中「第６１条」を「第６３条」に改める。 
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 附則第２６条の７第２項中「及び第４項」を削る。 

  附則に次の２条を加える。 

  （新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

 第３５条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応す 

  るための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号。次条

において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）第５条第４項に規定

する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の

縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを

請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間内にした

場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第６０条

第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第１項第３ 

号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第２７条の６の規定を適用す  

る。 

  （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

 第３６条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染 

 症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第１９条の３の

２第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは、「令

和１６年度」とする。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 

 当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中甲府市市税条例第５４条の３の次に１条を加える改正規定、第５４

条の４第１項の改正規定、第７１条第２項にただし書を加える改正規定及び同

条第４項の改正規定並びに附則第５条第３項及び第６条の規定 令和２年１０

月１日 

⑵ 第１条中甲府市市税条例第２０条第１項第２号、第２７条の２及び第２９条

の２第１項ただし書の改正規定並びに同条例附則第２２条第１項、第２６条第

３項、第２６条の７及び第２７条第１項の改正規定並びに第２条中同条例附則 

第５条、第５条の２第１７項及び第１５条の改正規定並びに附則に２条を加え 
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る改正規定並びに次条並びに附則第３条の規定 令和３年１月１日 

⑶ 第２条中甲府市市税条例第７１条第２項ただし書の改正規定及び附則第７条

の規定 令和３年１０月１日 

⑷ 第２条（前２号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和４

年４月１日 

（延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の甲府市市税条例（以下「新条例」という。） 

附則第２６条の７の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対 

応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお 

従前の例による。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第２０条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第２７条の２及び 

第２９条の２第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について 

適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第２９条の２第 

１項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるの 

は、「地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律

（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法（以下「旧法」と

いう。）第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４条の２第３項

の規定に該当するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１２号に規定する

寡夫である第１９条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」とする。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の甲府市市税条例の規定中法 

人の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において 

「４号施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正す 

る法律（令和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる 

改正規定に限る。）による改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以下こ 

の条において「４年旧法人税法」という。）第２条第１２号の７に規定する連結 

子法人（次項において「連結子法人」という。）の連結親法人事業年度（４年旧 

法人税法第１５条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項におい 

て同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の市民税につ 
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いて適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施 

行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始 

した連結事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業年度 

をいう。以下この項において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４号 

施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人の市民税については、なお 

従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第５条 新条例第３５条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税に 

ついて適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例によ

る。 

２ 新条例第３５条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税につい 

て適用する。 

３ 新条例第５４条の３の２の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日 

以後に、新条例第５４条の３の２に規定する現所有者であることを知った者につ

いて適用する。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきで  

あった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第７条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきで  

あった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 
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甲府市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年６月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３２号 

甲府市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

甲府市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年７月条例第２８号）の一部を次

のように改正する。 

第５条第２項第１号中「日に」を「日（以下「事故発生日」という。）に」に改

め、同項第２号中「８，８００円」を「８，９００円」に改め、同条第３項中「死

亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾

病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日」を「事故発生

日」に改める。 

附則第３条の４第５項第２号及び第６項並びに第４条第７項第２号及び第８項中

「１００分の５」を「事故発生日における法定利率」に改める。 

別表中「１２，４００円」を「１２，４４０円」に、「１３，３００円」を

「１３，３２０円」に、「１０，６００円」を「１０，６７０円」に、

「 １ １， ５ ０ ０ 円 」 を「 １ １ ， ５ ５ ０円 」 に 、 「 ８ ，８ ０ ０ 円 」 を

「８，９００円」に、「９，７００円」を「９，７９０円」に改め、同表備考第１

号中「死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原

因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日」

を「事故発生日」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の甲府市消防団員等  

公務災害補償条例（以下「新条例」という。）の規定は、令和２年４月１日（以 

下「適用日」という。）から適用する。 

２ 新条例第５条第２項及び別表の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた 
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甲府市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損

害補償」という。）並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間

に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障

害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」

という。）について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病

補償年金等を除く。）及び適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に

係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 

３ 適用日からこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間に 

おいて、この条例による改正前の甲府市消防団員等公務災害補償条例の規定に基

づく損害補償及び傷病補償年金等（適用日から施行日の前日までの間に係る分に

限る。）として支払われた金額は、これらに相当する新条例に基づく損害補償の

内払とみなす。 
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甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

  令和２年６月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３３号 

甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

９月条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第４項を次のように改める。 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用し

ないこととすることができる。 

⑴ 市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育

事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置そ

の他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係

る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要

な措置を講じているとき。 

⑵ 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保

が、著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

 第６条第５項中「前項」の次に「（第２号に該当する場合に限る。）」を加え

る。 

 第３７条第４号中「場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精

神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場

合」を加える。 

 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年６月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３４号 

甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年９月条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 第４３条第４項を次のように改める。 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用し

ないこととすることができる。 

⑴ 市長が、児童福祉法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、特

定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育

認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定

地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育 

 ・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供され

るよう必要な措置を講じているとき。 

⑵ 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

 第４３条第５項中「前項」の次に「（第２号に係る部分に限る。）」を加える。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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甲府市介護保険条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年６月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３５号 

   甲府市介護保険条例等の一部を改正する条例 

（甲府市介護保険条例の一部改正） 

第１条 甲府市介護保険条例（平成１２年３月条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

第６条第２項中「及び令和２年度にあっては２万９，１６０円」を「にあって

は２万９，１６０円と、令和２年度にあっては２万３，３４０円」に改め、同条

第３項中「及び令和２年度にあっては、５万６，３９０円」を「にあっては５万

６，３９０円と、令和２年度にあっては５万４，４５０円」に改める。 

（甲府市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 甲府市介護保険条例の一部を改正する条例（平成３０年３月条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

附則第３項中「及び令和２年度にあっては４万６，６６０円」を「にあっては

４万６，６６０円と、令和２年度にあっては３万８，８９０円」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の甲府市介護保険条 

例の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の甲府市介護保険条例の規定は、令和２年度以後の年度 

分の保険料について適用し、平成３１年度分までの保険料については、なお従前 

の例による。 

- 16 -



 

甲府市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

  令和２年６月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３６号 

   甲府市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一

部を改正する条例 

 甲府市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例（平成

３０年９月条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「平成３２年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に、「第１０条第

８項第５号」を「第１０条第７項第６号」に、「第４２条の４第８項第６号」を

「第４２条の４第８項第７号」に、「第６８条の９第８項第５号」を「第６８条の

９第８項第６号」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第２条の規定は、令

和２年４月１日から適用する。 
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甲府市市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年６月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３７号 

   甲府市市営住宅条例の一部を改正する条例 

 甲府市市営住宅条例（平成９年９月条例第５４号）の一部を次のように改正す 

る。 

 別表の市営住宅の表中 

 

昭和

２４  

警察公舎 善光寺町２０６２番

地  

木造杉皮葺平家建 １

棟 ５０㎡  

４戸 

３５  東河原疎開 

 

上小河原町１１５６

番地 

木造セメント瓦葺平家

建 １戸 ２８．０５

㎡ 

１戸 ３２．１８㎡  

１戸 

３７  後屋 後屋町１番地 簡易耐火構造平家建 

１戸 ３２．１８㎡ 

２０戸 

３８  古上条 古上条町１８９番地  簡易耐火構造平家建 

１戸 ３２．１８㎡ 

２０戸 

３９  後屋第二 後屋町５２５番地 簡易耐火構造平家建 

１戸 ３２．１８㎡ 

１９戸 

 

 

昭和

３５  

東河原疎開 上小河原町１１５６

番地 

木造セメント瓦葺平家

建 １戸 ２８．０５ 

１戸 

   ㎡  

「 

「 

を 

に 

」 
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３７  後屋 後屋町１番地 簡易耐火構造平家建 

１戸 ３２．１８㎡ 

２０戸 

 

改める。 

 附 則 

 この条例は、令和２年７月１日から施行する。 

 

 

  

」 
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甲府市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年６月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３８号 

甲府市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 甲府市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年３月条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した山梨県後期高齢者医療制度の被保険者等 

 に係る傷病手当金の支給について市が行う事務） 

４ 広域連合条例附則第６条に規定する傷病手当金が支給される間、第２条に規定 

する事務に加え、当該傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付の事務を行う

ものとする。 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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規則  
 

 

 甲府市子どもの権利擁護委員に関する規則をここに公布する。 

  令和２年６月２９日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第４１号 

   甲府市子どもの権利擁護委員に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、甲府市子ども未来応援条例（令和２年３月条例第４号。以下

「条例」という。）第２２条の規定に基づき設置する甲府市子どもの権利擁護委

員（以下「権利擁護委員」という。）の職務等について、必要な事項を定めるも

のとする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

（救済の申立て） 

第３条 何人も、権利擁護委員に対し、子どもの権利の侵害について、文書又は口

頭により救済の申立て（以下「申立て」という。）をすることができる。 

２ 申立ての受付は、条例第２２条第５項に規定する相談及び調査の専門員（以下

「専門員」という。）が行う。 

（調査） 

第４条 権利擁護委員及び専門員（以下「権利擁護委員等」という。）は、申立て

があった場合は、当該申立てについて調査を行うものとする。ただし、当該申立

てが次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

⑴ 申立ての内容が明白な虚偽である場合 

⑵ 申立ての内容に具体的な権利の侵害が含まれていない場合 
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 ⑶ 権利擁護委員等の行為に係るものである場合 

 ⑷ 申立ての原因となる権利の侵害があった日から３年を経過している場合 

⑸ その他調査をすることが必要でないと権利擁護委員が認める場合 

２ 権利擁護委員は、権利の侵害を受けた子ども若しくはその保護者以外の者から

の申立てにより調査を行う場合又は自らの判断で調査を行う場合は、当該子ども

又は保護者の同意を得るものとする。ただし、当該子どもが置かれている状況等

から、権利擁護委員が同意を得ることが困難であると認めるときは、この限りで

ない。 

 （調整） 

第５条 権利擁護委員等は、必要があると認めるときは、子どもと市の機関又は市

の機関以外の者との仲介をすること等により、子どもの権利の侵害を回復するた

めの調整を行うものとする。 

（勧告） 

第６条 権利擁護委員は、調査の結果、必要があると認める場合は、市の機関に対

し、是正の措置を講ずるよう勧告をすることができる。 

 （是正要請） 

第７条 権利擁護委員は、調査の結果、必要があると認める場合は、市の機関以外

の者に対し、是正の措置を講ずるよう要請をすることができる。 

 （意見表明） 

第８条 権利擁護委員は、調査の結果、必要があると認める場合は、市の機関等に

対し、制度等の改善を行うよう意見を表明することができる。 

（報告） 

第９条 権利擁護委員は、第６条の勧告をしたときは、当該市の機関に対し、是正

等の措置又は制度の改善の状況について報告を求めるものとする。 

２ 前項の報告を求められた市の機関は、権利擁護委員に対し、速やかに是正等の

措置又は制度の改善の状況について報告しなければならない。 

３  権利擁護委員は、第７条の是正要請をしたときは、当該市の機関以外の者に対

し、是正等の措置の状況について報告を求めるものとする。 

４  前項の報告を求められた市の機関以外の者は、権利擁護委員に対し、速やかに

是正等の措置の状況について報告するよう努めなければならない。 
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（活動状況の報告及び公表） 

第１０条 条例第２７条第２項の規定による活動状況の報告及び公表は、年度ごと  

の相談件数、申立ての件数、調査の件数、勧告等に係る是正等の措置の状況報告 

の要旨その他権利擁護委員が必要と認める事項について行うものとする。 

（甲府市子どもの権利擁護委員会議） 

第１１条 権利擁護委員は、次に掲げる事項を協議するため、甲府市子どもの権利

擁護委員会議（以下「権利擁護委員会議」という。）を設置するものとする。 

⑴ 権利擁護委員の職務執行の方針に関すること。 

⑵ 子どもの権利の侵害について、その救済と回復に向けた方策に関すること。 

⑶ 活動状況の報告に関すること。 

⑷ その他権利擁護委員の協議により必要と認めること。 

（代表権利擁護委員） 

第１２条 権利擁護委員会議に代表権利擁護委員を置き、権利擁護委員の互選によ

りこれを定めるものとする。 

２ 代表権利擁護委員は、会務を総理する。 

３ 代表権利擁護委員に事故があるときは、あらかじめその指名する権利擁護委員 

が、その職務を代理する。 

（会議） 

第１３条 権利擁護委員会議は、代表権利擁護委員が招集するものとする。 

２ 権利擁護委員は、必要があると認めるときは、権利擁護委員以外の者を権利擁 

護委員会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。 

（専門員の職務等）  

第１４条 専門員の職務は、次のとおりとする。 

⑴ 子どもの権利の侵害に関する相談に応じ、必要な助言及び支援を行うこと。 

⑵ 第３条の申立てを受け、子どもの権利の侵害に関する調査を行うこと。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、権利擁護委員が必要と認めること。 

（身分証明書） 

第１５条 権利擁護委員等は、調査を行うときは、身分証明書（別記様式）を携帯

し、提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 

（遵守事項） 
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第１６条 権利擁護委員等は、職務を行うに当たり、次に掲げる事項を守らなけれ

ばならない。 

⑴ 子どもやその関係者等の人権について十分に配慮し、職務を遂行すること。 

⑵ 相談や申立て等の内容に応じ、関係機関等と連携を図り、職務の円滑な遂行

に努めること。 

⑶ 相談や申立てを行った者に不利益が生じないよう職務を遂行すること。 

⑷ 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。また、その職を退いた後も

同様とする。 

（委任） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

この規則は、令和２年７月１日から施行する。 
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      身 分 証 明 書  
 

 

 所 属 

 氏 名 

 

 

上記の者は、甲府市子ども未来応援条例第２２条の規定に基づく
権利擁護委員であることを証明する。 

 

  年  月  日 

甲府市長          印  

別記様式（その１）（第１５条関係） 

 （表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写 真  

       甲府市子ども未来応援条例（抜粋） 

 

（子どもの権利擁護委員の設置） 

第２２条 市は、子どもの権利の侵害について、速やかに救済すること

を目的に、市長の附属機関として甲府市子どもの権利擁護委員（以下

「権利擁護委員」という。）を設置する。 

２～４（略） 

５ 市は、権利擁護委員の仕事を補佐するため、相談及び調査の専門員

を設置する。 

（権利擁護委員の職務） 

第２３条 権利擁護委員の職務は、次のとおりとする。 

⑴ 子どもの権利の侵害に関する相談に応じ、必要な助言や支援を行

うこと。 

⑵ 子どもの権利の侵害に関する救済の申立てを受け、又は必要があ

るときは、自らの判断で、子どもの権利の救済及び回復に向けて調

査、調整、勧告、是正要請及び意見表明を行うこと。 

⑶ 前号の勧告、是正要請又は意見表明（以下「勧告等」という。）

を受けて採られた措置の報告を求め、その状況を確認すること。  
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      身 分 証 明 書  
 

 

 所 属 

 氏 名 

 

 

上記の者は、甲府市子ども未来応援条例第２２条の規定に基づく
専門員であることを証明する。 

 

  年  月  日 

甲府市長          印  

別記様式（その２）（第１５条関係） 

 （表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       甲府市子ども未来応援条例（抜粋） 

 

（子どもの権利擁護委員の設置） 

第２２条 市は、子どもの権利の侵害について、速やかに救済すること

を目的に、市長の附属機関として甲府市子どもの権利擁護委員（以下

「権利擁護委員」という。）を設置する。 

２～４（略） 

５ 市は、権利擁護委員の仕事を補佐するため、相談及び調査の専門員

を設置する。 

 

甲府市子どもの権利擁護委員に関する規則（抜粋） 

（専門員の職務等）  

第１４条 専門員の職務は、次のとおりとする。 

⑴   子どもの権利の侵害に関する相談に応じ、必要な助言及び支援を

行うこと。 

⑵ 第３条の申立てを受け、子どもの権利の侵害に関する調査を行う

こと。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、権利擁護委員が必要と認めること。 

 

写 真  
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 甲府市子ども未来応援条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。 

  令和２年６月２９日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第４２号 

   甲府市子ども未来応援条例の一部の施行期日を定める規則 

 甲府市子ども未来応援条例（令和２年３月条例第４号）附則第１項ただし書に規

定する規定の施行期日は、令和２年７月１日とする。 
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 甲府市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年６月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４３号 

   甲府市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則 

甲府市職員特殊勤務手当支給規則（昭和３８年１０月規則第４９号）の一部を次

のように改正する。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次

の３項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症の患者等に関する業務に従事する職員の特殊勤務手

当の特例） 

２ 市立甲府病院及び保健所に勤務する職員が、新型コロナウイルス感染症（新型 

コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年政令第１１

号）第１条に規定するものをいう。以下同じ。）の患者又はその疑いのある者

（以下「患者等」という。）に関し、同令第２条に規定する期間に、次に掲げる

業務に従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第４条

第１項第３号及び別表の防疫等作業手当又は感染症診療等手当の規定は、適用し

ない。 

⑴ 新型コロナウイルス感染症の患者等に接して行う診療、看護、搬送等の業務

に従事したとき。 

⑵ 新型コロナウイルス感染症の病原体が付着し、又は付着した疑いのある物件

の処理等の業務に従事したとき。 

⑶ 前２号に掲げる業務以外の防疫等作業に従事したとき。 

３ 前項第１号及び第２号に掲げる業務に係る手当の額は、業務に従事した日１日 

につき、３，０００円（新型コロナウイルス感染症の患者等の身体に接触して又

はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務その他これに準ずる業務に従事し 

- 28 -



 

た場合にあっては、４，０００円）とする。 

４ 第２項第３号に掲げる作業に係る手当の額は、作業に従事した日１日につき、 

２９０円とする。    

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲府市職員特殊勤 

務手当支給規則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、令和２年２月１日

から適用する。 

２ 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の甲府市職員 

特殊勤務手当支給規則に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による

手当の内払とみなす。 
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 甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例

施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年６月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４４号 

   甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する

条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例

施行規則（平成２７年３月規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 

４，４００円 ４，４００円  ２，２００円 ２，２００円 

 

に改め、同表の備考第７項及び第８項を削る。 

別表の備考第６項中「Ｃ階層」を「Ｄ８階層」に改め、同項を同表の備考第８項

とする。 

別表の備考第５項中「Ｃ２階層」を「Ｄ３階層」に改め、「までの世帯」の次に

「（Ｄ３階層の項の世帯にあっては、所得割の額が７７，１０１円以上である世帯

に限る。）」を加え、「前項」を「備考第４項」に改め、同項を同表の備考第７項

とする。 

別表の備考第４項の次に次の２項を加える。 

５ Ｃ階層の項からＤ７階層の項までの世帯であって、２人以上の子どもが同

一の世帯に属する場合は、１人目の子どもの年齢にかかわらず、２人目以降

の利用者負担額を無料とする。 

６ Ｃ２階層の項からＤ３階層の項までの世帯（Ｄ３階層の項の世帯にあって

は、所得割の額が７７，１０１円未満である世帯に限る。）であって、備考

第４項のひとり親世帯等については、利用者負担額を４，４００円とする。 

別表中 

「  

を  

」  

「  

」  
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別表の備考に次の１項を加える。 

９ Ｄ１階層の項からＤ１０階層の項までの世帯であって、利用者負担額の算

定基準となる年度の前年１２月３１日時点における１６歳未満の子どもが３

人以上属する世帯については、市町村民税の所得割の額から３人目以降の子

ども１人につき１９，８００円を控除し、該当する階層区分を適用する。 

  附 則 

この規則は、令和２年７月１日から施行する。 
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 甲府市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年６月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４５号 

   甲府市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 甲府市老人福祉法施行細則（平成１８年３月規則第３２号）の一部を次のように

改正する。 

 第２１号様式及び第２２号様式を次のように改める。 
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第２１号様式（第１１条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

老人居宅生活支援事業開始届 

次のとおり老人居宅生活支援事業を開始したいので、老人福祉法第１４条の規

定により届け出ます。 

 

１ 事業の種類及び内容 

 

２ 経営者の氏名及び住所（法人であるときは、その名称及び主たる事務所の 

所在地） 

 

３ 届出者の登記事項証明書又は条例 

 

４ 職員の定数及び職務の内容 

 

５ 主な職員の氏名 

 

６ 事業を行おうとする区域（市町村の委託を受けて事業を行おうとする者に 

あっては、当該市町村の名称を含む。） 
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７ 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事

業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業を行お

うとする者にあっては、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住

居の名称、種類（小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活

援助事業及び複合型サービス福祉事業に係るものを除く。）、所在地及び入

所定員、登録定員又は入居定員（老人デイサービス事業に係るものを除

く。） 

 

８ 事業開始の予定年月日 
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第２２号様式（第１２条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

老人居宅生活支援事業変更届 

次のとおり老人居宅生活支援事業について届け出た事項を変更したので、老人

福祉法第１４条の２の規定により届け出ます。 

 

１ 変更する事項 

⑴ 変更前 

⑵ 変更後 

 

２ 変更の年月日 

 

３ 変更の理由 

 

４ 事業の種類及び内容 

 

５ 経営者の氏名及び住所（法人であるときは、その名称及び主たる事務所の 

所在地） 
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６ 主な職員の氏名 

 

７ 事業を行おうとする区域（市町村の委託を受けて事業を行おうとする者に 

あっては、当該市町村の名称を含む。） 

 

８ 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事  

業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業を行お

うとする者にあっては、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住

居の名称、種類（小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活

援助事業及び複合型サービス福祉事業に係るものを除く。）、所在地及び入

所定員、登録定員又は入居定員（老人デイサービス事業に係るものを除

く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２４号様式及び第２５号様式を次のように改める。 
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第２４号様式（第１４条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

老人デイサービスセンター（老人短期入所施設・ 

老人介護支援センター）設置届 

次のとおり老人デイサービスセンター（老人短期入所施設・老人介護支援セン

ター）を設置したいので、老人福祉法第１５条第２項の規定により届け出ます。 

 

１ 施設の名称、種類及び所在地 

 

２ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 

 

３ 職員の定数及び職務の内容 

 

４ 施設の長の氏名 

 

５ 事業を行おうとする区域（市町村の委託を受けて事業を行おうとする者に 

あっては、当該市町村の名称を含む。） 

 

６ 老人短期入所施設にあっては、その入所定員 
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７ 事業開始の予定年月日 

 

添付書類 

⑴ 国、都道府県及び市町村以外の者が施設を設置しようとする場合にあっ

ては、登記事項証明書 

⑵ 建物の配置図、平面図及び立面図 
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第２５号様式（第１５条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

老人デイサービスセンター（老人短期入所施設・ 

老人介護支援センター）変更届 

次のとおり老人デイサービスセンター（老人短期入所施設・老人介護支援セン

ター）について届け出た事項を変更したので、老人福祉法第１５条の２第１項の

規定により届け出ます。 

１ 施設の名称、種類及び所在地 

 

２ 変更する事項 

⑴ 変更前 

⑵ 変更後 

 

３ 変更の年月日 

 

４ 変更の理由 

 

５ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 
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６ 施設の長の氏名 

 

７ 事業を行おうとする区域（市町村の委託を受けて事業を行おうとする者に 

あっては、当該市町村の名称を含む。） 

 

８ 老人短期入所施設にあっては、その入所定員 

 

  添付書類 

⑴ 国、都道府県及び市町村以外の者が施設を設置しようとする場合にあっ

ては、登記事項証明書 

⑵ 建物の配置図、平面図及び立面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２７号様式及び第２８号様式を次のように改める。 
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第２７号様式（第１７条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住     所 

社会福祉法人名 

代 表 者 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）設置認可申請書 

次のとおり養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）を設置したいので、老人福

祉法施行規則第３条第１項の規定により申請します。 

 

１ 施設の名称、種類及び所在地 

 

２ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 

 

３   養護老人ホームを設置しようとする者にあっては、次に掲げる事項 

⑴ 施設の運営の方針 

⑵ 入所定員 

⑶ 職員の定数及び職務の内容 

 

４ 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあっては、次に掲げる事項 

⑴ 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令

第４６号。以下「基準」という。）第７条、第３４条に規定する施設の運

営についての重要事項に関する規程 

⑵ 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

⑶ 職員の勤務の体制及び勤務形態 
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⑷ 基準第２７条第１項（基準第４２条又は第５３条において準用する場合 

を含む。）に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院と

の契約の内容（基準第２７条第２項（基準第４２条又は第５３条において

準用する場合を含む。）に規定する協力歯科医療機関があるときは、その

名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。） 

 

５ 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴 

 

６ 事業開始の予定年月日 

 

添付書類 

⑴ 設置主体が社会福祉法人又は日本赤十字社である場合は、登記事項証明書  

⑵ 建物の配置図、平面図及び立面図 
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第２８号様式（第１８条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）変更届 

  次のとおり養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）に関する次の事項について 

変更したいので、老人福祉法第１５条の２第２項の規定により届け出ます。 

 

１ 施設の名称及び所在地 

 

２ 変更する事項 

 ⑴ 変更前 

  ⑵ 変更後 

 

３ 変更しようとする年月日 

 

４ 変更理由 

 

５ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 

 

６ 施設の運営の方針 
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添付書類 

 建物の配置図、平面図及び立面図 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この規則は、令和２年７月１日から施行する。 
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 甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の

一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年６月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４６号 

   甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細

則の一部を改正する規則 

 甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

（平成１８年９月規則第６９号）の一部を次のように改正する。 

 第１８号様式中 

「                 「 

                          性別 男・女 

                」                 」 

「                                   

             男 

             女 

               」                 」 

める。 

第１９号様式（表面）中 

                   

                    

 

改める。 

第２１号様式及び第２２号様式中 

 

                       

              

生年月日   年 月 日 性 別                          生年月日 年 月 日 を 

を 

を 

に 、  

に改 

「 「 

」 」 

に  

・ 

「 
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「                 

                          
性 別 

男・女 

                」                  」 

改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和２年７月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要 

の調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

                          を に  

「 
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 甲府市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年６月２９日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第４７号 

   甲府市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）の一部を次

のように改正する。 

 第４号様式の２中「月割賦課額」を「算出賦課額」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和２年７月１日から施行する。 
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 甲府市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  令和２年６月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４８号 

   甲府市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則（平成２５年９月規則第２８

号）の一部を次のように改正する。 

第３号様式及び第４号様式（裏）中「１，０００円」を「１，０４０円」に、

「２，０００円」を「２，０９０円」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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告示 
 

                          甲府市告示第３１９号 

 

 令和２年６月甲府市議会定例会を令和２年６月９日午後１時、甲府市丸の内一丁

目１８番１号甲府市議会議場に招集する。 

 

  令和２年６月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第３２０号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  令和２年６月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市下曽根町字堰向１１１６番４、１１２１番２、１１２６番３、 

１１２８番４、１１９１番２ 

以上５筆及び道 

２ 公共施設の種類 

公共施設の種類  道路 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課  

   に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

甲府市西下条町１１６７番地３５  

甲府青果株式会社 

代表取締役 遠 藤 勝 己 
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 甲府市告示第３２１号 

 

地方自治法第２４３条の３第１項及び甲府市「財政事情」の作成及び公表に関す

る条例の規定に基づき、甲府市一般会計、甲府市国民健康保険事業特別会計、甲府

市交通災害共済事業特別会計、甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計、甲府市介

護保険事業特別会計、甲府市古関・梯町簡易水道事業特別会計、甲府市農業集落排

水事業特別会計、甲府市簡易水道等事業特別会計、甲府市後期高齢者医療事業特別

会計、甲府市浄化槽事業特別会計及び甲府市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会

計の令和元年度下半期の財政状況を別紙のとおり公表する。  

 

  令和２年６月１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第３２２号 

 

地方公営企業法第４０条の２及び甲府市「財政事情」の作成及び公表に関する条

例の規定に基づき、甲府市地方卸売市場事業会計、甲府市病院事業会計、甲府市下

水道事業会計及び甲府市水道事業会計の令和元年度下半期の業務の状況を別紙のと

おり公表する。 

 

令和２年６月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第３２３号 

 

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定

有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届

出をしなければならない区域を次のとおり指定する。 

 

令和２年６月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定する区域 

   甲府市酒折二丁目１４０８番３、１４１１番の一部 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の基

準に適合していない特定有害物質の種類  

   ふっ素及びその化合物 
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甲府市告示第３２４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和２年６月１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号 （業務委託）第３８１号 

（２）業 務 名    甲府市一般廃棄物処理基本計画策定業務委託 

（３）履行期間 契約締結日から令和３年３月２６日まで 

（４）履行場所   仕様書等による 

（５）業務内容 仕様書等による 

（６）予定価格 公表しない 

（７）最低制限価格 設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満

たす者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）過去に地方公共団体が行う一般廃棄物処理基本計画の策定業務委託の実績が 

あり、契約書の写しを提出することができる者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。 

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要  

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指 

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を 

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又は 

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が 

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争 

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間  令和２年６月１日（月）～令和２年６月１１日（木） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く） 

   午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市環境部環境総室総務課 

甲府市上町６０１番地４ 

甲府市環境センター管理棟１階 

電話０５５－２４１－４３１１ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は伝送は行わない。ただし、甲府市 

ホームページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報（そ 

の他・公募型））から情報を入手する場合は、この限りでな 

い。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和２年６月１日（月）～令和２年６月１１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く） 

   午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市環境部環境総室総務課 

甲府市上町６０１番地４ 

甲府市環境センター管理棟１階 

電話０５５－２４１－４３１１ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日  時 令和２年７月１日（水） 午前１０時００分 

（２）場  所 甲府市環境センター管理棟３階 「大会議室」 

甲府市上町６０１番地４ 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／  

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす 

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範

囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 
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（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第３２５号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和２年６月８日までに、引き取る旨の連絡を甲府市

健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和２年６月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市堀之内町内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別： メス 

５ 毛の色：白茶 

６ その他の特徴：成猫、顔と体の一部に茶ブチ、首輪なし 

  

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第３２６号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和２年６月８日までに、引き取る旨の連絡を甲府市

健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和２年６月１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市朝日 4 丁目地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別： メス 

５ 毛の色：黒白 

６ その他の特徴：成猫、首輪なし、四肢の先が白色 

  

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第３２７号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和２年６月４日までに、引き取る旨の連絡を甲府市

健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和２年６月１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市緑が丘 2 丁目地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：トイプードル風 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：黒 

６ その他の特徴：成犬（１～２歳くらい）、首輪なし 

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第３２８号  

 

 令和２年５月１５日付け甲府市告示第２８６号で告示した一般競争入札を取り消

すので、次のとおり告示する。  

 

  令和２年６月１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）契約番号  （業務委託）第３３０号 

（２）業務名称  令和２年度広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式参加事業 

         業務委託の告示について 

２ 取消の理由 

  新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和２年度広島市原爆死没者慰霊

式並びに平和祈念式への派遣を中止するため。 

３ 問い合わせ先 

甲府市市民部市民総室総務課 

〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話 ０５５－２３７－５２９４ 
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甲府市告示第３２９号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ  

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

令和２年６月２日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   善光寺北原自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
矢 崎 正 勝 今 井 吉 之 助 

代表者 

住 所 
甲府市善光寺町２８４６番地 甲府市善光寺町２９７６番地 

３ 変更年月日  令和２年４月２５日 
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甲府市告示第３３０号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和２年６月５日までに、引き取る旨の連絡を甲府市

健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和２年６月２日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市上今井町地内 

２ 犬又は猫の別：猫（３匹） 

３ 種類：雑種 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：黒白（1 匹）、キジ白（２匹） 

６ その他の特徴：１～２ヵ月齢くらい、首輪なし 

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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                          甲府市告示第３３１号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和２年６月３日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市池田二丁目３６５番１及び３６５番８から３６５番１３まで 

   以上７筆及び道・水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画 

課に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市飯田二丁目４番１号 

   株式会社エスティケイ 

   代表取締役 輿 水 隆 司 
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甲府市告示第３３２号  

 

 次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和２年６月３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名         平成３1 年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

              兼更正通知書 

令和２年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

              兼決定通知書 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 

３ 保管場所        甲府市市民部市民総室国民健康保険課  
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甲府市告示第３３３号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、回収できないため、甲府市国民健康保険条例施

行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告

示する。 

 

  令和２年６月３日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所、被保険者氏名及び記号番号    別紙のとおり 
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甲府市告示第３３４号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ  

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

令和２年６月３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   上帯那町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
山 本 勅 夫 末 木 英 明 

代表者 

住 所 
甲府市上帯那町１３９０番地 甲府市上帯那町３０５２番地 

３ 変更年月日  令和２年４月２９日 
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甲府市告示第３３５号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ  

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

令和２年６月４日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   高畑南部自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
野 中 森 仁 塩 澤 立 美 

代表者 

住 所 
甲府市高畑三丁目６番３２号 甲府市国母二丁目２２番３５号  

３ 変更年月日  令和２年５月１日 
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甲府市告示第３３６号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ  

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

令和２年６月４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   東二条南部自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
加 藤 勝 造 依 田  宏 

代表者 

住 所 
甲府市湯田二丁目２番１２号 甲府市湯田二丁目９番３号 

３ 変更年月日  令和２年４月３０日 
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甲府市告示第３３７号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和２年６月９日までに、引き取る旨の連絡を甲府市

健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和２年６月４日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市大里町地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別： オス 

５ 毛の色：キジ白  

６ その他の特徴：成猫、首輪なし、四肢白 

  

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第３３８号  

 

 計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定に基づき、伊勢地区、住

吉地区、湯田地区、東地区、春日地区、富士川地区、相生地区、穴切地区、朝日地

区、新紺屋地区、中道地区、上九一色地区、琢美地区の令和２年度特定計量器定期

検査を次のとおり実施するので、計量法第２１条第２項の規定により公告する。 

 

令和２年６月５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 検査日程 

検査月日 受付時間 検査場所 対象地区 

７月２１日（火） 

１０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００ 

湯田小学校 

伊勢地区 

住吉地区 

湯田地区 

東地区 

７月２２日（水） 中央公民館 

春日地区 

富士川地区 

相生地区 

穴切地区 

７月２７日（月） 
１０：００～１２：００ 

１３：００～１４：００ 
朝日小学校 

朝日地区 

新紺屋地区 

７月２８日（火） 
１０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００ 
中道支所 

中道地区 

上九一色地区 

７月２９日（水） 

 

１０：００～１２：００ 

 

市立図書館 琢美地区 

２ 検査対象特定計量器 質量計 
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                          甲府市告示第３３９号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  令和２年６月５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）３０号 

工事名 道路下防火水槽補強工事（Ｒ２－１） 

工事場所 甲府市丸の内１丁目地内外 

工事概要 

１ 工事内容 ・道路下防火水槽補強工事 Ｎ＝３箇所 

２ 工期 令和３年２月２６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１９，９８７，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

９００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１７年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和２年６月５日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和２年６月１６日 

３ 申請書受付開始日 令和２年６月５日 
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４ 申請書受付締切日 
令和２年６月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和２年６月２２日 

６ 設計図書配付開始日 令和２年６月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和２年６月２３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和２年６月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和２年６月２３日 

10 入札及び開札日時 
令和２年６月３０日 

午前９時４５分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和２年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 令和２年６月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用「甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正）」 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３４０号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  令和２年６月５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）３１号 

工事名 道路下防火水槽補強工事（Ｒ２－２） 

工事場所 甲府市湯村三丁目地内外 

工事概要 

１ 工事内容 ・道路下防火水槽補強工事 Ｎ＝３箇所 

２ 工期 令和３年２月２６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１５，７１９，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

７００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１７年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和２年６月５日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和２年６月１６日 

３ 申請書受付開始日 令和２年６月５日 
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４ 申請書受付締切日 
令和２年６月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和２年６月２２日 

６ 設計図書配付開始日 令和２年６月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和２年６月２３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和２年６月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和２年６月２３日 

10 入札及び開札日時 
令和２年６月３０日 

午前１０時００分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和２年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 令和２年６月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用「甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正）」 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３４１号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  令和２年６月５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 合併（舗装）３号 

工事名 
①市道舗装工事（Ｒ２－３） 

②下水道改良工事（公共Ｒ２－６) 

工事場所 甲府市古上条町地内外 

工事概要 

１ 工事内容 

①市道舗装工事 

・施工延長      Ｌ＝  ３２３．６ｍ 

・切削オーバーレイ工 Ａ＝２，２４０．０㎡ 

・区画線工      １式 

②下水道改良工事 

・人孔鉄蓋調整取替工 １２箇所 

・付帯工       １式 

２ 工期 令和２年１０月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１９，２２８，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

元請として平成１７年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 １ 入札説明書等配付開始日 令和２年６月５日 
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２ 入札説明書等配付締切日 令和２年６月１６日 

３ 申請書受付開始日 令和２年６月５日 

４ 申請書受付締切日 
令和２年６月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和２年６月２２日 

６ 設計図書配付開始日 令和２年６月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和２年６月２３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和２年６月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和２年６月２３日 

10 入札及び開札日時 
令和２年６月３０日 

午前１０時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和２年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 令和２年６月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用「甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正）」 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３４２号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  令和２年６月５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （防水）３９号 

工事名 城南中学校屋内運動場防水改修工事 

工事場所 甲府市大里町２５９０－１ 

工事概要 

１ 工事内容 
・大屋根防水改修    １，４６１．０㎡ 

・ステージ屋根防水改修   １４０．０㎡ 

２ 工期 令和２年１０月２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３１，０４２，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

防水 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）５００点以上 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の防水工事。 

元請として平成１７年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 

２ 加算点の満点 １０ 
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３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和２年６月５日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和２年６月１６日 

３ 申請書受付開始日 令和２年６月５日 

４ 申請書受付締切日 
令和２年６月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和２年６月２２日 

６ 設計図書配付開始日 令和２年６月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和２年６月２３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和２年６月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和２年６月２３日 

10 入札日時 
令和２年６月３０日 

午前９時１５分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和２年７月３日 

12 開札日時 
令和２年７月９日 

午前９時１５分 

13 落札者決定日 令和２年７月１０日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和２年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 令和２年６月２９日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和２年７月７日まで 

２ 回答 令和２年７月８日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和２年７月８日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３４３号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  令和２年６月５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第３４４号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ  

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

令和２年６月８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   和田平自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
永 井 智 植 田 浩 士 

代表者 

住 所 
甲府市城東三丁目２番６号 甲府市城東三丁目６番３号 

３ 変更年月日  令和２年３月３０日 
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甲府市告示第３４５号 

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第８４条の２の規定に基

づき、次のとおり生活保護法等指定医療機関指定申請書を受理し、指定医療機関と

して指定したので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和２年６月８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関指定申請書 

２ 医療機関番号、指定の期間、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代

表者、管理者 

                               別紙のとおり 
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甲府市告示第３４６号 

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次のと

おり生活保護法等指定医療機関変更届書を受理したので、同法第５５条の３の規定

により公示する。 

 

令和２年６月８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関変更届書 

２ 医療機関番号、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代表者、管理者、

変更事項、変更年月日 

                               別紙のとおり 
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甲府市告示第３４７号 

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次のと

おり生活保護法等指定医療機関廃止届書を受理したので、同法第５５条の３の規定

により公示する。 

 

令和２年６月８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関廃止届書 

２ 医療機関番号、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代表者、廃止年 

月日 

                              別紙のとおり 
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甲府市告示第３４８号 

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び第５４条の２の規定

に基づき、次のとおり生活保護法等指定介護機関変更届書を受理したので、同法第

５５条の３の規定により公示する。 

 

令和２年６月８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定介護機関変更届書 

２ 事業所番号、事業所の名称、事業所の所在地、開設者、代表者、管理者、変更

事項、変更年月日 

                               別紙のとおり 
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甲府市告示第３４９号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項の規定に基づく指定

地域密着型サービス事業所として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規

定により公示する。 

 

令和２年６月８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００８７５ 

２ 事業所の名称      特別養護老人ホーム やすらぎの郷・舞鶴 

３ 事業所の所在地      甲府市宝二丁目１８－３ 

４ 当該事業所の申請者      甲斐市宇津谷１１０３ 

              社会福祉法人 ひかりの里 

          理事長 山 田 美 鈴 

５ サービスの種類      地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 

６ 指定年月日          令和２年６月１０日 
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甲府市告示第３５０号 

 

甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１６条第１項の規定に基づき、次の犬

を捕獲、抑留したため、同条第２項に規定により告示する。 

この犬の所有者は、令和２年６月１１日までに、引き取る旨の連絡を甲府市健康

支援センターにすること。 

 

  令和２年６月８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 捕獲場所：甲府市右左口町地内（東八聖苑付近） 

２ 種類：雑種 

３ 性別：オス 

４ 毛の色：茶 

５ その他の特徴：４～５ヵ月齢位、首輪なし 

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第３５１号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､次のとおり道

路の区域を変更する。その関係図面は､まちづくり部まち保全室道路河川課におい

て、この告示の日から令和２年６月２４日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和２年６月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   ２２０１ 

３ 路線名    下曽根２２０１号線 

４ 道路の区域 

旧新

の別 
区間 

幅員 

（メートル） 

延長 

（メートル） 

旧 
甲府市下曽根町１１５２番地先から 

甲府市下曽根町１１９１番地先まで 

２.７～ 

 ４．０ 
２９２．６ 

新 
甲府市下曽根町１１５２番１地先から 

甲府市下曽根町１１９１番２まで 

４．８～ 

 １２.１ 
３０４．０８ 
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甲府市告示第３５２号  

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により､次のとおり  

道路の供用を開始する。その関係図面は､まちづくり部まち整備室道路河川課にお

いて、この告示の日から令和２年６月２４日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和２年６月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

道路の

種類 

路 線 名 区   間 延 長 

（メートル） 

供用開始の 

年月日 

市 道 下曽根２２０

１号線 

甲府市下曽根町 

１１５２番１地先から 

甲府市下曽根町 

１１９１番２まで 

３０４．０８ 令和２年 

６月２日 
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甲府市告示第３５３号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和２年６月１６日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和２年６月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市城東２丁目地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別： オス（未去勢） 

５ 毛の色：キジトラ 

６ その他の特徴：成猫、首輪なし 

  

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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                          甲府市告示第３５４号  

 

 次の差押にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

ところ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国税徴収法（昭和３４年  

４月２０日法律第１４７号）第５４条の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  令和２年６月１１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 福発第１６４１号 

             充当通知書 福発第１６４３号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市役所福祉保健部福祉支援室介護保険課 
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甲府市告示第３５５号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和２年６月１２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        平成３１年度市県民税普通徴収督促状 

             平成３１年度市県民税特別徴収督促状 

令和２年度市県民税特別徴収督状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課  
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甲府市告示第３５６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和２年６月１２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１） 入札番号     （業務委託）第３８０号 

（２） 業務名称     社会資本総合整備計画 甲府市中心市街地地区 

都市再生整備計画（第２期）事後評価業務 

（３） 履行期間     契約締結日から令和３年３月３１日まで 

（４） 履行場所     仕様書による 

（５） 業務内容     仕様書による 

（６） 予定価格     公表しない 

（７） 最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次のすべての要件を満

たす者 

（１） 甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２） 本業務の実施にあたり、技術士（建設部門－都市及び地方計画）の資格を

有する技術者を管理技術者として配置することができる者であること。  

（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していない者であること。 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人で  

あってその役員が暴力団員でないこと。  

（５） この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要  

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれていない者であること。 

（６） 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年

を経過していること。 

（７） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申

立がなされていない者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた

後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）であること。 

（８） 市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  
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（１） 配付期間 令和２年６月１２日（金）～令和２年６月２２日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和２年６月２２日（月）については、午後３時００分まで  

（２） 配付場所 甲府市企画部企画総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

電話 ０５５－２３７－５２６４ 

（３） 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホー

ムページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報（その他・公

募型））から情報を入手する場合は、この限りでない。  

（４） 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和２年６月１２日（金）～令和２年６月２２日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和２年６月２２日（月）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市企画部企画総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

電話 ０５５－２３７－５２６４ 

４ 入札・開札の日時及び場所 

（１） 日  時 令和２年７月１５日（水） 午前１０時００分 

（２） 場  所 甲府市役所本庁舎 ６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき  

は、その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する要件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１） 入札保証金：免除 

（２） 落札を取り消された場合における違約金：入札金額の５／１００ 

- 95 -



（３） 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付   

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、か 

つ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（４） 契約者が次のいずれかに該当する場合の違約金：請負代金額の１／１０ 

ア 甲府市契約規則第４２条又は第４２条の２の規定により契約目的物の完

成前にこの契約が解除されたとき。  

イ 契約目的物の完成前に、契約者がその債務の履行を拒否し、又は契約者

の責めに帰すべき事由によって契約者の債務について履行不能となったと

き。 

（５） 最低制限価格：無 

（６） 前金払：無 

（７） 契約書作成の要否：要 

（８） 仕様説明会は行わない。 

（９） その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第３５７号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和２年６月１６日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和２年６月１２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市荒川２丁目地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：秋田犬風 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：茶 

６ その他の特徴：成犬、首輪なし 

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第３５８号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和２年６月１５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲 府 市 落 合 町 字 橋 場 １ １ ２ ３ 番 ２ 及 び １ １ ２ ３ 番 ３ 並 び に 

  小曲町字外ゴンズ１２４０番２、１２４０番１０、１２４０番１１、 

  １２４１番２及び１２４１番３ 

   以上７筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市上町１４１５番地１ 

   コンフォート山脈１０２ 

   成 田 裕 司 
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甲府市告示第３５９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和２年６月１６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴  入札番号     第２０２号 

⑵ 物件名   炭化水素自動測定機 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

⑶ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑷ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑹ 市税の滞納がない者であること。 

⑺ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和２年６月１６日（火）～令和２年６月２９日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 
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午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和２年６月１６日（火）～令和２年６月２９日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和２年７月９日（木） 午後１時３０分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第３６０号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり公募申込書

及び事業提案書の提出を招請する。 

 

令和２年６月１７日  

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名  

甲府市認知症カフェ運営事業 

２ 業務概要  

  認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集うことができ  

る「認知症カフェ」を開設し運営する。  

３ 募集エリア 

  認知症カフェの実施場所は、各包括支援センターエリアにおいて、概ね 1 か所と

する。 

４ 事業期間 

  令和２年８月１日～令和３年３月３１日 

  ただし、委託業務の実施状況が良好である場合、委託期間終了後１年間は今回

の契約事業者と継続して再契約できるものとする。 

５ 参加資格要件  

次の全ての条件を満たす者とする。  

（１）甲府市内に所在し、別紙仕様書に定める事業内容及び人員配置の履行が可能  

な法人であること。 

（２）事業を着実に実行することができ、適切な事業運営が確保できることを市長 

が認める法人であること。 

（３）事業実施中に生じた事故等に対応可能な保険に加入できる法人であること。  

（４）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。 

（５）甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第２条第３号に規定す  

る暴力団員等でないこと。 

（６）市税を滞納していない法人であること。 

（７）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず  

れにも該当していないこと。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立て 

がなされている者でないこと。  

（９）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続開始の申立て  

がなされている者でないこと。  

６ 募集要領等の配布 

配布期間：令和２年６月１７日（水）～２４日（水） 

土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
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号）に規定する休日を除く。 

午前９時～午後５時 

配布場所：甲府市福祉保健部健康長寿室健康政策課 

山梨県甲府市相生２丁目１７番１号 

甲府市健康支援センター２号館１階  

配布方法：直接配布とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

７ 公募申込書等の提出期間及び提出場所  

提出期間：令和２年６月２４日（水）～７月６日（月） 

土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日を除く。 

午前９時～午後５時 

提出場所：甲府市福祉保健部健康長寿室健康政策課  

山梨県甲府市相生２丁目１７番１号 

甲府市健康支援センター２号館１階   

８ スケジュール（予定） 

  告示        令和２年６月１７日（水） 

  募集要領等の配布  令和２年６月１７日（水）～２４日（水） 

  質問書の受付    令和２年６月１７日（水）～２４日（水）午後５時 

  質問書の回答    令和２年６月２２日（月）～２９日（月）※順次回答 

  公募申込書等の提出 令和２年６月２４日（水）～７月６日（月） 

  提出期限      令和２年７月６日（月）午後５時 

実地調査      令和２年６月３０日（火）～７月１３日（月） 

  選定結果通知発送  令和２年７月２１日（火）～２２日（水） 

  業務委託契約締結  令和２年８月１日（土） 

９ 連絡先 

甲府市福祉保健部健康長寿室健康政策課医療介護支援係 

〒４００－０８５８ 山梨県甲府市相生２丁目１７番１号 

甲府市健康支援センター２号館１階 

ＴＥＬ：０５５－２３７－５４８４ 

ＦＡＸ：０５５－２２７－５２９４ 
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甲府市告示第３６１号 

 

市有財産の売却について、随時に申込みを受け付け、先着順で売却するので、買

受者を次のとおり公募する。 

 

  令和２年６月１７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 随時受付募集により売却する物件の概要等 

 (１) 物件番号（２）１－１ 

  ア 物 件 の 種 別  土地 

  イ 所在及び地番  甲府市山宮町字米草５０１２番２０ 

  ウ 地    目  宅地 

  エ 地    積  １９４．４９㎡ 

  オ 売 却 価 格  ４，５７０，０００円 

 (２) 物件番号（２）１－２ 

  ア 物 件 の 種 別  土地 

  イ 所在及び地番  甲府市山宮町字米草５０１２番２１ 

  ウ 地    目  宅地 

  エ 地    積  ２５２．２２㎡ 

  オ 売 却 価 格  ６，６３０，０００円 

２ 随時受付募集による申込受付の期間、場所及び方法  

 (１) 申込受付期間 

   令和２年６月２２日（月）から令和２年１１月６日（金）までの午前９時か

ら午後５時までの間。（この期間内の市の休日を除く。） 

 (２) 申込受付場所 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

   甲府市総務部契約管財室管財課 

   電話０５５－２３７－５１９７ 

 (３) 申込受付方法 

   持参による受付とする。 

３ 随時受付募集に申込みできる者の資格及び要件 

  次のいずれにも該当しない法人又は個人であること。  

 (１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の４第１項の規定

に該当する者 

 (２) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当する者であ

って、当該各号に該当する事実があった日から２年を経過していない者。ま

た、その者を代理人、支配人又は使用人として使用する者 

- 104 -



 (３) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)

第２条第２号から第４号まで及び第６号に該当する者又は役員が暴力団員で

ある法人 

 (４) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成１１年法律第 

１４７号)第８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体又は当該団体

の役職員若しくは構成員 

 (５) 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)の適用を申請した者であって、裁

判所からの更生手続開始の決定がされていない者  

 (６) 民事再生法(平成１１年法律第２２５号)の適用を申請した者であって、同

法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 

 (７) 先着順随時募集受付の日から契約の日までの間に、「甲府市物品供給（入

札等）制度要綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要

綱」に基づき指名停止を受けている者  

 (８) 市区町村税を滞納している者 

 (９) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する

公有財産に関する事務に従事する甲府市職員  

４ 契約予定者の決定方法  

  契約予定者は、申込受付期間内に、申込みに必要な書類を申込受付場所に提出

した申込順位が一位の者とする。ただし、同一日かつ同一時刻に２者以上の申

込みがあった場合は、直ちに抽選により申込順位を決定する。 

５ 契約書作成の要否及び代金支払方法  

  契約書の作成を要し、代金は一括現金納入とする。  

６ 契約保証金及び違約金に関する事項  

 (１) 契約保証金の納付等 

  ア 契約保証金は、売買価格の１００分の１０以上に相当する金額を、契約締

結時に一括で甲府市の指定する口座に振り込むものとする。  

  イ 契約保証金は、売買代金に充当するものとする。  

  ウ 契約保証金には、利息を付さない。  

 (２） 違約金 

   契約者が、契約締結日より３０日以内に売買代金（充当された契約保証金を

除いた額）の支払いを行わなかったときは、売買契約を解除のうえ、違約金と

して契約保証金は甲府市に帰属する。  

７ 随時受付募集案内書の配付 

 (１） 配付期間 

   令和２年６月２２日（月）から令和２年１１月６日（金）まで 

 (２) 配付場所等 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

   甲府市総務部契約管財室管財課及び甲府市公式ホームページ  

８ 現地説明会開催 

  申込受付期間中、希望者に対して実施する。  

９ 特記事項 
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 (１) 現状有姿による契約 

   現状有姿の状態で売り渡すものとする。  

 (２) 土地利用制限 

   買受けた市有地を利用するにあたっては、売買契約締結の日から１０年間、

次に掲げる用に供してはならない。  

  ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２項に規定する暴力団関連施設その他周辺住民に著しく不安を与え  

る施設 

  イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和２３年法律第 

１２２号)第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗

関連特殊営業又は同条第１１項に規定する接客業務受託営業その他これらに

類する業 

１０ その他 

  この公告に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令、甲府市契約規

則、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０日規則第１号）、随時受付募集案内

書等に定めるところによる。 
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                          甲府市告示第３６２号  

 

 次の国民健康保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）  

に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため国民健康保険法（昭  

和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  令和２年６月１７日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        国民健康保険料過誤納金還付充当通知書 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課 
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                          甲府市告示第３６３号  

 

 次の国民健康保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）  

に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため国民健康保険法（昭  

和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  令和２年６月１７日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 書類名  平成３１年度国民健康保険料第２期分督促状 

平成３１年度国民健康保険料第３期分督促状 

平成３１年度国民健康保険料第４期分督促状 

平成３１年度国民健康保険料第５期分督促状 

平成３１年度３０年相当国民健康保険料第５期分督促状 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市市民部収納管理室収納課 
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甲府市告示第３６４号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和２年６月２２日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和２年６月１７日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市横根町地内 

２ 犬又は猫の別：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：白キジ 

６ その他の特徴：１～２ヵ月齢くらい、首輪なし 

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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                         甲府市告示第３６５号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和２年６月１８日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        法人市民税過誤納金還付充当通知書 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課  

 

 

- 110 -



甲府市告示第３６６号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和２年６月２３日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和２年６月１８日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市飯田 3 丁目地内 

２ 犬又は猫の別：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：キジトラ 

６ その他の特徴：１～２ヵ月齢くらい、首輪なし 

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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                          甲府市告示第３６７号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和２年６月１９日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市小瀬町字整理地１３５５番３ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市小瀬町１０２番地 ９－３０４ 

佐 藤 恭 介 
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                          甲府市告示第３６８号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和２年６月１９日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市宮原町字櫻林１４５番４、１４９番１及び１５０番１ 

   以上３筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市大里町２５７２番地２ 

   テラスハウス １－１０２ 

   坂 本 美 恵 

   甲府市大里町２５７２番地２ 

テラスハウス １－１０３ 

羽 田 星 斗 
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                          甲府市告示第３６９号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、

次のとおり収納事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

 

  令和２年６月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収納事務委託者の名所及び主たる事務所の所在地 

シフトプラス株式会社 

大阪府大阪市西区江戸堀二丁目１番１号 

江戸堀センタービル８階 

２ 収納事務を委託する歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限 

る。） 

３ 収納事務を委託する期間 

  令和２年６月１２日から令和３年３月３１日まで 
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                          甲府市告示第３７０号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  令和２年６月２２日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市上町字年代１０４７番１、１０４７番２及び１０６０番１ 

以上３筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市上町１０４７番地２ 

   渡 邊 勝 紀 
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甲府市告示第３７１号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和２年６月２２日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市善光寺三丁目２４８２番４、２５０１番１、２５０１番６から 

２５０１番１９まで及び２５０７番４の一部 

   以上１７筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、水路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

   に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   東京都台東区東上野四丁目２７番３号 

   東京セキスイハイム株式会社 

   代表取締役  𠮷 田 匡 秀 
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甲府市告示第３７２号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和２年６月２２日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市音羽町４１４番１から４１４番１６まで、４１６番８から 

４１６番１０まで、４１６番１２及び４１６番１３ 

   以上２１筆及び水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、水路、公園、ごみ集積所及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

   に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲斐市篠原２８４５番地４ 

   有限会社竜王土地 

   取締役 藤 本 文 雄 
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                         甲府市告示第３７３号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示する。                   

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和２年６月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        

平成３１年度（平成３１年度分）介護保険料第７期分督促状 

平成３１年度（平成３１年度分）介護保険料第８期分督促状 

平成３１年度（平成３１年度分）介護保険料第９期分督促状 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市市民部収納管理室収納課 
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甲府市告示第３７４号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和２年６月市議会定例会において

議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

令和２年６月２２日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 令和２年度甲府市一般会計補正予算（第５号） 

２ 令和２年度甲府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

３ 令和２年度甲府市病院事業会計補正予算（第１号）  

４ 令和２年度甲府市一般会計補正予算（第６号）  

 

 

 

 

 

     令和２年６月２２日 原案可決 
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                          甲府市告示第３７５号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和２年６月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市里吉四丁目１３７２番１から１３７２番９まで 

   以上９筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路、水路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画 

課に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市朝気二丁目１番１８号 

   有限会社総信 

   代表取締役 須 田 千 鶴 子 
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                          甲府市告示第３７６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  令和２年６月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）４号 

工事名 

①Ｒ２ 歩道改良工事（市道富士見中線） 

②（モ－１）配水管布設替工事 

③下水道管工事（Ｒ２Ｄ－５) 

工事場所 甲府市北口一丁目、朝日一丁目地内 

工事概要 １ 工事内容 

①歩道改良工事 

施工延長（右）Ｌ＝１０７.０ｍ 

    （左）Ｌ＝１１０.０ｍ 

・自由勾配側溝工 Ｌ＝１１５.０ｍ 

・プレキャスト集水桝 Ｎ＝３箇所 

・ライン導水ブロック工 Ｌ＝１３１.０ｍ 

・舗装版取壊し Ａ＝４１７．０㎡ 

・透水性舗装工 Ａ＝３７２．０㎡ 

・排水性舗装工 Ａ＝７７７．０㎡ 

・電線共同溝工 Ｌ＝１２４.０ｍ 

・プレキャストボックス工（特殊部・ＴＢ桝） 

        Ｎ＝１０箇所 

・Ａｓ仮復旧工 Ａ＝３６１．０㎡ 

・他 

②配水管布設替工事 

・ＤＩＰ．ＧＸ  （φ２００） ３６．０ｍ 

・ＤＩＰ．ＧＸ  （φ１５０）１０３．０ｍ 

・ＤＩＰ．ＧＸ  （φ ７５） １０．０ｍ 

・ＨＰＰＥ    （φ ７５） ９０．０ｍ 

・仕切弁．ＧＸ  （φ２００）    ４基 

・仕切弁．ＧＸ  （φ１５０）    １基 

・仕切弁．ＧＸ  （φ ７５）    ２基 

③下水道管工事 

・人孔鉄蓋調整・取替工（φ６００）  ５箇所 

・内副管取付工（φ２００）      １箇所 
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・小口径汚水桝取付管取替工（φ１５０）３箇所 

・汚水桝取付管撤去工（φ５００）   ２箇所 

・雨水枡撤去・取付管取替工（φ５００）１箇所 

・付帯工  １式 

２ 工期 令和３年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１２２，６０６，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等又は道路工事等と配水管布 

設替工事等の合併工事。ただし、 

１件の工事請負額が、 

６，１００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１７年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和２年６月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和２年７月２日 

３ 申請書受付開始日 令和２年６月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和２年７月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和２年７月８日 

６ 設計図書配付開始日 令和２年６月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和２年７月９日 

- 122 -



８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和２年６月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和２年７月９日 

10 入札日時 
令和２年７月１７日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和２年７月２２日 

12 開札日時 
令和２年７月２８日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 令和２年７月２９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和２年７月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 令和２年７月１５日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和２年７月２４日まで 

２ 回答 令和２年７月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和２年７月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 前金払 請求できる 
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中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３７７号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  令和２年６月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）５号 

工事名 
①中道北小学校移転に伴う外構（Ａ工区）工事 

②マンホールトイレ設置工事（Ｒ２－１) 

工事場所 甲府市上曽根町地内 

工事概要 １ 工事内容 

①外構工事 

・擁壁工 Ｌ型擁壁   １２．０ｍ 

     逆Ｌ型擁壁  ３６．０ｍ 

     重力式擁壁 １７１．０ｍ 

・校地整備工  

密粒度アスファルト舗装 １，５２０.０㎡ 

コンクリート舗装      ４１０．０㎡ 

ゴムチップ舗装       ４１２．０㎡ 

他 

・柵工 

・雨水排水設備工 

・給水設備工 

・園路縁石工 

・運動施設工 

・門塀 

・植栽 

・他一式 

②マンホールトイレ設置工事 

・管きょ工（ＨＩＶＰＲＲ φ１００ｍｍ） 

Ｌ＝６６．０ｍ 

・管きょ工（ＰＲＰ φ４５０ｍｍ） 

Ｌ＝１３．２ｍ 

・管きょ工（ＰＲＰ φ２００ｍｍ） 

Ｌ＝８．４ｍ 

・管きょ工（ＰＲＰ φ１５０ｍｍ） 

Ｌ＝２９．６ｍ 
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・仕切弁工（φ１００ｍｍ） Ｎ＝１箇所 

・組立マンホール工（貯留弁付φ９００ｍｍ） 

Ｎ＝１箇所 

・組立マンホール工 

（１号マンホール φ９００ｍｍ） 

Ｎ＝１箇所 

・小型マンホール工（点検口 φ３００ｍｍ） 

Ｎ＝１箇所 

・小型マンホール工（点検口 φ２００ｍｍ） 

Ｎ＝６箇所 

・付帯工 １式 

２ 工期 令和３年１月２９日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
９９，８８０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。ただし、１件 

の工事請負額が、４，９００万円以上 

の実績に限る。 

元請として平成１７年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅱ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和２年６月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和２年７月２日 

３ 申請書受付開始日 令和２年６月２３日 

４ 申請書受付締切日 令和２年７月２日 

- 126 -



午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和２年７月８日 

６ 設計図書配付開始日 令和２年６月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和２年７月９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和２年６月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和２年７月９日 

10 入札日時 
令和２年７月１７日 

午前９時１５分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和２年７月２２日 

12 開札日時 
令和２年７月２８日 

午前９時１５分 

13 落札者決定日 令和２年７月２９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和２年７月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 令和２年７月１５日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和２年７月２４日まで 

２ 回答 令和２年７月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和２年７月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 
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契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３７８号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  令和２年６月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）４４号 

工事名 Ｒ２道路改良工事（市道下曽根２２００号線） 

工事場所 甲府市下曽根町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

施工延長       Ｌ＝１４２．０ｍ 

・自由勾配側溝    Ｌ＝２８０．８ｍ 

・集水桝       Ｎ＝４箇所 

・アスファルト舗装工 Ａ＝２９８．０㎡ 

・取合工       １式 

・仮設工       １式 

 

２ 工期 令和２年１２月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２１，２３０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

１，０００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１７年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ 近接工事 平成３１年４月２３日告示の（土木） 
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１０号「Ｈ３１道路改良工事（市 

道下曽根２２００号線）橋梁工事」 

及び令和２年１月３１日告示の合併 

（土木）２１号「①中－１－５処理 

分区下水道管布設工事（Ｒ１－１）、

②（街路－１０１）配水管布設工事 

」の落札者は、本工事の落札者とな 

ることはできません。 

日程 

1 入札説明書等配付開始日 令和２年６月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和２年７月２日 

３ 申請書受付開始日 令和２年６月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和２年７月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和２年７月８日 

６ 設計図書配付開始日 令和２年６月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和２年７月９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和２年６月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和２年７月９日 

10 入札及び開札日時 
令和２年７月１７日 

午前９時４５分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和２年７月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 令和２年７月１５日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 
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契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用「甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正）」 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３７９号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  令和２年６月２３日 

                 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （防水）５３号 

工事名 東小学校東館屋上防水改修工事 

工事場所 甲府市朝気一丁目１４－１ 

工事概要 

１ 工事内容 塩ビシート防水改修 ７７７．７㎡ 他 

２ 工期 令和２年１０月２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１６，４３４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

防水 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）５００点以上 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の防水工事。 

元請として平成１７年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和２年６月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和２年７月２日 

３ 申請書受付開始日 令和２年６月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和２年７月２日 

午後３時まで 
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５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和２年７月８日 

６ 設計図書配付開始日 令和２年６月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和２年７月９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和２年６月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和２年７月９日 

10 入札及び開札日時 
令和２年７月１７日 

午前１０時００分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和２年７月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 令和２年７月１５日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用「甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正）」 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３８０号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  令和２年６月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （解体）５６号 

工事名 旧甲府税務署解体工事 

工事場所 甲府市丸の内一丁目１１－６ 

工事概要 

１ 工事内容 

旧甲府税務署解体工事 一式 

・本館 ＲＣ造３階建て、 

 延べ面積 １，５５５．３４㎡ 

・別館 ＲＣ造２階建て、 

 延べ面積   ２８９．８９㎡ 

・書庫 Ｓ造平屋建て、 

 延べ面積 ６３．００㎡ 

・書庫 Ｓ造平屋建て、 

 延べ面積 １６．１７㎡ 

・付帯工作物、樹木等撤去 

２ 工期 令和３年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１２５，１８０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

解体 

次の２者を構成員とする自主結成によ 

る特定建設工事共同企業体 

 代表構成員：評定値８００点以上 

 構成員：評定値７００点以上 

 ※評定値については、直近の経営事 

項審査結果通知書の総合評定値で 

「解体」の数値とする。 

代表構成員：特定建設業の許可 
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３ 同種工事施工実績 

公共施設等の解体工事。 

共同企業体の代表構成員が元請として 

平成１７年４月１日以降に完成、引き 

渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和２年６月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和２年７月２日 

３ 申請書受付開始日 令和２年６月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和２年７月２日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和２年７月８日 

６ 設計図書配付開始日 令和２年６月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和２年７月９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和２年６月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和２年７月９日 

10 入札日時 
令和２年７月１７日 

午前９時３０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和２年７月２２日 

12 開札日時 
令和２年７月２８日 

午前９時３０分 

13 落札者決定日 令和２年７月２９日 

提出書類 １ 参加申請時 入札説明書に記載 
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２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和２年７月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 令和２年７月１５日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和２年７月２４日まで 

２ 回答 令和２年７月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和２年７月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用「甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正）」 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３８１号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示する。                   

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。                              

 

  令和２年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       介護保険料 過誤納還付・充当通知書 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市市民部収納管理室収納課 
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                          甲府市告示第３８２号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  令和２年６月２４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市住吉五丁目３４１番１２及び３４７番１ 

以上２筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市中小河原一丁目１５番１号  

   長 田 東 明 
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                          甲府市告示第３８３号 

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵  

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため介護保険法（平成９年法 

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６  

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  令和２年６月２５日 

 

                甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名      甲府市介護保険料 更正通知書 

２ 発送日      令和２年５月２２日 

３ 項 目      令和２年度介護保険料更正通知書 

４ 送達を受けるべき者 （省略） 

５ 保管場所     甲府市役所福祉保健部福祉支援室介護保険課 
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甲府市告示第３８４号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和２年６月３０日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和２年６月２５日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市富竹２丁目地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：トイプードル風 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：茶 

６ その他の特徴：成犬（高齢）、赤い洋服（ワッペン付き） 

黒地にレインボーカラーの布製の首輪  

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第３８５号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和２年６月３０日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和２年６月２６日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市酒折２丁目地内 

２ 犬又は猫の別：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：三毛 

６ その他の特徴：2 ヵ月齢くらい、首輪なし 

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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                         甲府市告示第３８６号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和２年６月２９日 

                 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        令和２年度固定資産税・都市計画税第１期督促状 

令和２年度固定資産税 償却資産 第１期督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課  
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甲府市告示第３８７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和２年６月２９日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第４６８号 

（２）業務名称     地籍調査に伴う調査・測量業務委託（平瀬第一地区） 

（３）履行期間     契約締結日から令和３年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に認定を受けている本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における入札参加資格の認定において、「測量」で登録されている者  

であること。 

（３）過去１０年以内に、国又は地方公共団体等が行う地籍調査業務を受託し、本

委託業務と同様の現地調査及び測量業務等を履行した実績を有する者である

こと。なお、本市の地籍調査業務において下請けの実績を有する者も同様とみ

なす。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要 

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指  

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が
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なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和２年６月２９日（月）～令和２年７月８日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和２年７月８日（水）については、午後３時００分まで  

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和２年６月２９日（月）～令和２年７月８日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和２年７月８日（水）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和２年７月２７日（月） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－２ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  
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８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第３８８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和２年６月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第４７０号 

（２）業務名称     地籍調査に伴う調査・測量業務委託（積翠寺第二地区） 

（３）履行期間     契約締結日から令和３年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に認定を受けている本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における入札参加資格の認定において、「測量」で登録されている者  

であること。 

（３）過去１０年以内に、国又は地方公共団体等が行う地籍調査業務を受託し、本

委託業務と同様の現地調査及び測量業務等を履行した実績を有する者である

こと。なお、本市の地籍調査業務において下請けの実績を有する者も同様とみ

なす。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要 

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指  

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が
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なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和２年６月２９日（月）～令和２年７月８日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和２年７月８日（水）については、午後３時００分まで  

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和２年６月２９日（月）～令和２年７月８日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和２年７月８日（水）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和２年７月２７日（月） 午前１１時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－２ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  
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８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第３８９号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 

 

令和２年６月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５３６５ 

２ 事業所の名称      トータルケアサービス株式会社 

３ 事業所の所在地      甲府市富竹３丁目３－２レジデンス未来１０２ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市富竹３丁目３－２レジデンス未来１０２ 

              トータルケアサービス株式会社 

              代表取締役 矢 具 野 雅 昭 

５ サービスの種類      訪問介護 

６ 指定年月日          令和２年７月１日 
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                          甲府市告示第３９０号 

 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第７条の規定に基づき、令和２年度地

籍調査を実施するので、次のとおり公示する。  

 

令和２年６月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業計画が定められた年月日 

令和２年５月２６日 

２ 調査を実施する者の名称 

山梨県甲府市 

３ 調査地域 

（１）新規地域 

平瀬町、上積翠寺町及び下積翠寺町の各一部 

（２）継続地域 

塚原町、上積翠寺町、下積翠寺町及び古府中町の各一部 

４ 調査期間 

   令和２年５月２６日から 

   令和３年３月３１日まで 

- 150 -



甲府市告示第３９１号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和２年６月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市下今井町字汗タリ４１番７ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市中央５丁目８番１３号 

   瀧 瀬 康 洋 
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甲府市告示第３９２号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和２年６月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市増坪町字沼６５４番１ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   笛吹市石和町唐柏７０３番地３ 

   ヴェネローネⅠ １０２号室 

   三 森 健 弥 

   三 森 綾 菜 
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甲府市告示第３９３号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和２年６月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市東下条町字西河原２１番１及び２１番５から２１番１０まで 

   以上７筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   笛吹市境川町藤垈３２５９番地７ 

   大 柴 克 夫 

   大 柴 春 子 
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甲府市告示第３９４号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指

定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１条の５の２５第

１号の規定により公示する。 

 

令和２年６月３０日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社 グローアップ 

２ 事業者の所在地  甲府市住吉三丁目８番７号 

３ 事業所名     発達支援教室ライフぷらす 

４ 事業所の所在地  甲府市朝気三丁目１４番２０号 

５ 事業の種類    放課後等デイサービス 

６ 指定事業所番号  １９５０１０２７３９ 

７ 指定年月日    令和２年７月１日 
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甲府市告示第３９５号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１項に規定する

指定障害児通所支援事業者から次のとおり事業の廃止の届出があったので、同法第

５１条第２号の規定により公示する。 

 

令和２年６月３０日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社 仁 －ＪＩＮ－ 

２ 事業者の所在地  甲府市上曽根町２１２－６ 

３ 事業所名     放課後等デイサービス結い上曽根 

４ 事業所の所在地  甲府市上曽根町２１２－６ 

５ 事業の種類    放課後等デイサービス 

６ 指定事業所番号  １９５０１０２１３５ 

７ 廃止年月日    令和２年６月３０日 
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甲府市告示第３９６号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加表明書

及び企画提案書の提出を招請する。 

 

  令和２年６月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

  甲府市観光振興基本計画策定支援業務 

２ 業務概要 

  本市観光振興を推進している「第２次甲府市観光振興基本計画」が令和２年度

で計画期間満了となることから、令和３年度を初年度とする「第３次甲府市観光

振興基本計画」を策定するものである。 

３ 履行期間 

  履行期間は、契約締結日から令和３年３月３１日（水）までとする。 

４ 参加資格要件 

  このプロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしてい

る者とする。 

  ⑴ 過去５年以内に国、地方公共団体において、本業務に類似する業務に関す

る実績（本店、他の支店を含む。）を有していること。 

  ⑵ 税の滞納がない者であること。（所轄市区町村の法人住民税の未納がない

者。個人事業主にあっては、個人住民税の未納がない者。） 

  ⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のい

ずれにも該当していない者であること。 

  ⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

  ⑸ 告示日以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。 

  ⑹ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立てが

なされている者でないこと。 

５ 手続等 

⑴ 公募型プロポーザル実施要項、選考方法、仕様書、各種様式等を本市ホーム

ページにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

⑵ 参加表明書等の提出方法、提出期間及び提出先については、公募型プロポー

ザル実施要項を参照すること。 

６ 連絡先 

  甲府市産業部観光商工室観光課 

  〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 
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  ＴＥＬ ０５５－２３７－５７０２（直通） 

  ＦＡＸ ０５５－２２７－８０６５ 

  電子メール sangkaka@city.kofu.lg.jp 
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                          甲府市告示第３９７号 

 

 令和２年度の甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号。以下「条例」

という。）第１４条第１項に規定する一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率及び

第１３条の２第１項に規定する基礎賦課額から減額する額、第１４条の５の５第１

項に規定する一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率及び第１３

条の２第４項において準用する同条第１項に規定する後期高齢者支援金等賦課額か

ら減額する額並びに第１４条の９第１項に規定する介護納付金賦課額の保険料率及

び第１３条の２第５項において準用する同条第１項に規定する介護納付金賦課額か

ら減額する額を、第１４条第３項（第１３条の２第３項において準用する場合を含

む。）、第１４条の５の５第３項（第１３条の２第４項において準用する場合を含む。）

及び第１４条の９第３項（第１３条の２第５項において準用する場合を含む。）の規

定により告示する。 

 

  令和２年６月３０日 

                  

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 条例第１４条第１項第１号の所得割          １００分の８．４９ 

２ 条例第１４条第１項第２号の被保険者均等割        ２７，３００円 

３ 条例第１４条第１項第３号の世帯別平等割  

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      ２５，５００円 

   （２） 特定世帯                   １２，７５０円 

   （３） 特定継続世帯                 １９，１２０円 

４ 条例第１３条の２第１項第１号アに規定する額       １９，１１０円 

５ 条例第１３条の２第１項第１号イに規定する額 

   （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯       １７，８５０円 

   （２） 特定世帯                     ８，９２５円 

（３） 特定継続世帯                  １３，３８４円 

６ 条例第１３条の２第１項第２号アに規定する額       １３，６５０円 

７ 条例第１３条の２第１項第２号イに規定する額  

   （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯       １２，７５０円 

（２） 特定世帯                     ６，３７５円 

（３） 特定継続世帯                   ９，５６０円 

８ 条例第１３条の２第１項第３号アに規定する額        ５，４６０円 

９ 条例第１３条の２第１項第３号イに規定する額  

   （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯        ５，１００円 

（２） 特定世帯                     ２，５５０円 

（３） 特定継続世帯                   ３，８２４円 

１０ 条例第１４条の５の５第１項第１号の所得割     １００分の２．３４ 

１１ 条例第１４条の５の５第１項第２号の被保険者均等割    ９，６００円 
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１２ 条例第１４条の５の５第１項第３号の世帯別平等割 

   （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯       ６，７００円 

（２） 特定世帯                    ３，３５０円 

（３） 特定継続世帯                  ５，０２０円 

１３ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第１号アに規定する額  

                               ６，７２０円 

１４ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第１号イに規定する額  

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯       ４，６９０円 

（２） 特定世帯                    ２，３４５円 

（３） 特定継続世帯                  ３，５１４円 

１５ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第２号アに規定する額  

                               ４，８００円 

１６ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第２号イに規定する額  

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯       ３，３５０円 

（２） 特定世帯                    １，６７５円 

（３） 特定継続世帯                  ２，５１０円 

１７ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第３号アに規定する額 

                               １，９２０円 

１８ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第３号イに規定する額 

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯       １，３４０円 

（２） 特定世帯                      ６７０円 

（３） 特定継続世帯                  １，００４円 

１９ 条例第１４条の９第１項第１号の所得割       １００分の２．１８ 

２０ 条例第１４条の９第１項第２号の被保険者均等割      ９，８００円 

２１ 条例第１４条の９第１項第３号の世帯別平等割       ６，０００円 

２２ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第１号アに規定する額  

                               ６，８６０円 

２３ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第１号イに規定する額  

                               ４，２００円 

２４ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第２号アに規定する額  

                               ４，９００円 

２５ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第２号イに規定する額  

                               ３，０００円 

２６ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第３号アに規定する額  

                               １，９６０円 

２７ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第３号イに規定する額 

                               １，２００円 
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教育委員会         
 

甲府市教育委員会告示第３号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり企画提案

書の提出を招請します。 

 

令和２年６月８日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 小 林  仁 

 

１ 業務名 

甲府市立小中高等学校校内通信ネットワーク整備に係る調査・設計、施工管

理業務 

２ 業務概要 

（１）調査・設計業務 

（２）施工管理業務 

（３）通信設定及び動作性能試験業務 

（４）完成図書の作成、提出 

３ 履行期間 

契約締結日から令和３年３月３１日（水）まで 

調査・設計業務については、令和２年８月７日（金）まで  

ただし、調査・設計業務の期限については、別途協議することができるが、

可能な限り早期完了が望ましいものとする。  

４ 参加資格 

本企画提案に参加できる者は、以下の全ての条件を満たす者とする。  

（１）甲府市の物品供給入札参加有資格者名簿に登載されていること。 

（２）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず 

れにも該当していないこと。 

（４）公告の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年 

を経過していること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立て

がなされている者でないこと。 

（６）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続開始の申立て

がなされている者でないこと。 

（７）甲府市の指名停止を受けている者でないこと。 
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（８）租税を完納していること。 

（９）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第 

２条第６号に規定する暴力団員または、法人であってその役員が暴力団員で

ないこと。 

（10）情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）を取得していること。  

（11）甲府市と同程度の規模の官公庁（国、都道府県又は地方自治法第２５２条

の２２第１項に定める政令による指定を受けた中核市以上の規模の地方公共

団体）又はこれに準ずる一般企業等において、ネットワーク設計等の業務を

受託した実績を有すること。  

（12）公共施設に係る電気設備設計等の実績を有する者を選定すること。なお、    

参加事業者に実績を有する者がいない場合は、同様の能力を有する者を協力

者とすることができる。 

５ 企画提案書の提出期限並びに提出場所 

甲府市ホームページ掲載の「甲府市立小中高等学校校内通信ネットワーク整

備に係る調査・設計、施工管理業務」公募型プロポーザル実施要領を参照する

こと。 

６ 主催及び事務局 

・主催者：甲府市教育委員会 

・事務局：甲府市教育委員会 教育部 学事課 

山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電 話：０５５－２２３－７３２２ 

メール：kyogaku@city.kofu.lg.jp 
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甲府市教育委員会告示第４号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の  

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和２年６月２９日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 小 林  仁 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （教委）第１号 

（２）業務名称      小学校消火設備・避難器具等点検及び防火対象物点検 

業務委託 

（３）履行期間      契約締結日から令和３年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「ポン

プ・防災用品・消火器」で登録されている者であること。  

（３）本委託を遂行するための有資格者（防火対象物点検資格者並びに消防設備点

検資格者又は消防設備士及び電気工事士若しくは消防設備士及び電気主任技術

者）を雇用していること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

- 162 -



なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和２年６月３０日（火）～令和２年７月９日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和２年６月３０日（火）～令和２年７月９日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和２年７月２９日（水） 午前１０時 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 
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（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第５号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の  

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和２年６月２９日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 小 林  仁 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （教委）第２号 

（２）業務名称      中学校消火設備及び避難器具等点検業務委託 

（３）履行期間      契約締結日から令和３年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「ポン

プ・防災用品・消火器」で登録されている者であること。  

（３）本委託を遂行するための有資格者（消防設備点検資格者又は消防設備士及び

電気工事士若しくは消防設備士及び電気主任技術者）を雇用していること。  

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 
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（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和２年６月３０日（火）～令和２年７月９日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和２年６月３０日（火）～令和２年７月９日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和２年７月２９日（水） 午前１０時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  
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   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第４号 

 

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する  

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／５０ 

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第  

８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定 

する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する法律第 

４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の１／６の数

は、次のとおりである。 

 

令和２年６月１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

１ １／５０の数        ３，１１３人 

２ １／３の数        ５１，８６８人 

３ １／６の数        ２５，９３４人 

４ 選挙人名簿登録者数      １５５，６０２人 
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農業委員会 
 

甲府市農業委員会告示第６号 

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会６月

定例総会を、令和２年６月２９日午後２時００分、甲府市南公民館において開催し、

付議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規

定により公告する。 

 

  令和２年６月２４日 

                  

                 甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 令和２年７月告示分農用地利用集積計画について  

３ 令和３年度山梨県農業行政施策に関する意見書について  
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上下水道局 
 

甲府市上下水道局管理規程第７号  

甲府市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程を

次のように定める。 

令和２年４月１日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

             甲府市上下水道局業務部長 上田 和正 

 

 

   甲府市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程 

甲府市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程を

次のように定める。 

 

 甲府市上下水道局職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程（平成７年３月

管理規程第４号）第１９条の規定に基づく、甲府市上下水道局会計年度任用職員の

勤務時間及び休日、休暇等については、甲府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇

等に関する規則（令和２年３月規則第５号）の規定の例による。 

附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局告示第３３号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  令和２年６月５日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 合併（土木）３号 

工事名 
①下水道管布設工事（Ｒ２Ｃ－２) 

②（下甲－４）配水管布設工事（Ｒ２Ｃ－２) 

工事場所 甲府市下今井町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

①下水道管布設工事 

・硬質塩化ビニル管布設工（φ２００ｍｍ） 

Ｌ＝１６３.０ｍ 

・人孔設置工（１号） ４箇所 

・人孔設置工（小型） ３箇所 

・公設桝設置工    ２箇所 

・付帯工       １式 

②配水管布設工事 

・ＤＩＰ．ＧＸ （φ７５）  ９．５ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ  （φ７５）  ２．５ｍ 

・ＨＰＰＥ   （φ７５） ７２．５ｍ 

・ＲＲＶＰ   （φ５０）  １．５ｍ 

・仕切弁．ＧＸ （φ７５）    １基 

２ 工期 令和２年１１月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２８，７５４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

下水道管布設工事等又は下水道管布 

設工事等と配水管布設工事等の合算 

工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 
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１，４００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１７年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和２年６月５日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和２年６月１６日 

３ 申請書受付開始日 令和２年６月５日 

４ 申請書受付締切日 
令和２年６月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和２年６月２２日 

６ 設計図書配付開始日 令和２年６月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和２年６月２３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和２年６月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和２年６月２３日 

10 入札及び開札日時 
令和２年６月３０日 

午前９時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和２年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 令和２年６月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 
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契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用「甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正）」 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第３４号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  令和２年６月５日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１０００６号 

工事名 （更新－４）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市高畑一丁目地内外（飯豊橋の南） 

工事概要 

１ 工事内容 

・ＤＩＰ．ＧＸ  （φ２００）  ３．５ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ   （φ２００）  ４．５ｍ 

・ＤＩＰ．ＧＸ  （φ１００）５１３．５ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ   （φ１００） １５．５ｍ 

・ＲＲＶＰ    （φ１００）  ３．５ｍ 

・ＲＲＶＰ    （φ ７５）  ２．５ｍ 

・仕切弁．ＧＸ  （φ２００）    １基 

・仕切弁．ＧＸ  （φ１００）   ２０基 

・不断水簡易仕切弁（φ ７５）    １基 

・消火栓     （φ ７５）    １基 

・泥吐弁     （φ ５０）    ２基 

・水抜栓     （φ ２５）    ４基 

２ 工期 令和３年２月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
６７，１２２，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

３，３００万円以上の実績に限る。 
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元請として平成１７年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅱ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和２年６月５日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和２年６月１６日 

３ 申請書受付開始日 令和２年６月５日 

４ 申請書受付締切日 
令和２年６月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和２年６月２２日 

６ 設計図書配付開始日 令和２年６月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和２年６月２３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和２年６月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和２年６月２３日 

10 入札日時 
令和２年６月３０日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和２年７月３日 

12 開札日時 
令和２年７月９日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 令和２年７月１０日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 
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入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和２年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 令和２年６月２９日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和２年７月７日まで 

２ 回答 令和２年７月８日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和２年７月８日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用「甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正）」 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第３５号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  令和２年６月５日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１１０００８号 

工事名 （鉛対３－３）鉛製給水管布設替工事 

工事場所 甲府市中央四丁目地内（甲府警察署の東） 

工事概要 

１ 工事内容 

・ＳＰ  （φ７５）  ０．８ｍ 

・ＨＰＰＥ（φ７５）  ２．７ｍ 

・ＨＰＰＥ（φ５０） ６７．５ｍ 

・臨給工（局支給材）    １式 

２ 工期 令和２年１２月２８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１５，８７３，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。ただし、１件 

の工事請負額が、７００万円以上の 

実績に限る。 

元請として平成１７年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 １ 入札説明書等配付開始日 令和２年６月５日 
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２ 入札説明書等配付締切日 令和２年６月１６日 

３ 申請書受付開始日 令和２年６月５日 

４ 申請書受付締切日 
令和２年６月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和２年６月２２日 

６ 設計図書配付開始日 令和２年６月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和２年６月２３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和２年６月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和２年６月２３日 

10 入札及び開札日時 
令和２年６月３０日 

午前１０時１５分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和２年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 令和２年６月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用「甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正）」 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第３６号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  令和２年６月５日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 合併（舗装）６号 

工事名 
①（路４－７）路面復旧工事 

②市道舗装工事（Ｒ２－１） 

工事場所 甲府市高室町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

①路面復旧工事 

・表層（ｔ＝５ｃｍ） Ａ＝１，３７５．０㎡ 

・安定処理（ｔ＝１０ｃｍ）  

Ａ＝１，３１０．０㎡ 

・上層路盤（ｔ＝２５ｃｍ） 

Ａ＝５１．０㎡ 

・上層路盤（ｔ＝５ｃｍ） 

Ａ＝４１．０㎡ 

 

・区画線工      一式 

・付帯工       一式 

②市道舗装工事 

・切削オーバーレイ工 Ａ＝９９９．０㎡ 

・区画線工      １式 

２ 工期 令和２年１０月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２４，６５１，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 路面復旧工事等。 
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元請として平成１７年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和２年６月５日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和２年６月１６日 

３ 申請書受付開始日 令和２年６月５日 

４ 申請書受付締切日 
令和２年６月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和２年６月２２日 

６ 設計図書配付開始日 令和２年６月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和２年６月２３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和２年６月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和２年６月２３日 

10 入札及び開札日時 
令和２年６月３０日 

午前１０時４５分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和２年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 令和２年６月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 
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契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用「甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正）」 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市上下水道局告示第３７号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止届出があったので、甲府市上下

水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第

２号の規定により告示する。 

 

  令和２年６月３０日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上田 和正 

                  

 

指定番号   第５号 

指定業者名  中部テクニカル㈱ 

所在地    南巨摩郡富士川町最勝寺１２６０  

代表者    望月 喜浩 
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任免辞令 
 

（市長事務部局） 

 

                             藤 原 祐 奈 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部福祉支援室障がい福祉課主事を命ずる 

任期は令和 ３年１１月３０日までとする 

 

以 上  発 令 日  令和 ２年 ６月 １日 

 

 

中 里 桂一郎  

技術職員に採用する 

歯科医師を命ずる 

市立甲府病院診療部歯科口腔外科医師を命ずる  

 

以 上  発 令 日  令和 ２年 ６月 １日 

 

 

甲府市固定資産評価員                   土 屋 光 秋 

退職を承認する 

以 上  発 令 日  令和 ２年 ６月３０日 

 

 

市立甲府病院 医療支援センター      科部長     宮 澤 正 久 

市立甲府病院 診療部           医 長     小 島 真 理 

市立甲府病院 診療部           医 師     懸 本   歩 

市立甲府病院 診療部           医 長     三 輪 絵 梨 

 

（各通） 

退職を承認する 

以 上  発 令 日  令和 ２年 ６月３０日 

- 184 -


